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● Ｐ4 年末年始の家庭ごみの収集について

● Ｐ8 杵築市立幼稚園　園児募集（令和5年4月入園）
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P2 表紙特集

市民栄誉賞受賞 坪井達史さん

「稲作支援を通じてアフリカの未来をつくる」

28
（水）

29
（木）

30
（金）

 31 
（土）

1/1
（日）

2
（月）

3
（火）

4
（水）

2022 2023《年末・年始》 業務のご案内

市役所

きつき生涯学習館☎0978-62-2499
山香中央公民館  ☎0977-75-0040
大田中央公民館  ☎0978-52-3111

コミュニティバス
・乗合タクシー

各コミュニティセンター ☎0978-62-1814

杵築児童館☎0978-62-6250
山香児童館☎0977-75-2223

杵築市立図書館☎0978-62-4362
山香図書室　　　　☎0977-75-1055
大田図書室　　　　☎0978-52-3111

市役所

杵築市立図書館

市立児童館

杵築市文化体育館

レンタルきもの 和楽庵

大原邸

杵築城

きつき城下町資料館・
佐野家・重光家・中根邸 

杵築ふるさと産業館

きつき衆楽観

上村の郷

るるパーク
（大分農業文化公園）

山香温泉センター

杵築市健康福祉
センター温泉

杵築市健康福祉セン
ター温泉以外の施設

文化体育館以外の
体育施設

能見邸・磯矢邸・一松邸

きつき生涯学習館
山香・大田中央公民館

☎0978-63-5558

☎0978-63-5558

☎0978-63-1210

杵築市観光協会
☎0978-63-0100

☎0978-63-4554

☎0978-62-4532

杵築市観光協会
☎0978-63-0100

☎0978-62-2000

☎0978-66-1112
※12月の公演は25日まで

☎0977-78-0302

☎0977-28-7111

☎0977-75-0351

☎0978-63-0888

☎0978-63-0888

☎0978-64-0075健康ふれあいプール

☎0978-62-1814

本庁舎　　☎0978-62-3131
山香庁舎☎0977-７５-1111

大田庁舎☎0978-52-2222

横岳自然公園 ☎0978-52-3146

主な施設 問い合わせ先など 28
（水）

29
（木）

30
（金）

 31 
（土）

1/1
（日）

2
（月）

4
（水）

3
（火）

婚姻・出生など戸籍届出は守衛室で受付(本庁舎、山香庁舎)

●休 ●休

●休 ●休
●休 ●休

●休 ●休
●休 ●休●休

●休 ●休

●休 ●休

●休 ●休
●休 ●休

●休 ●休

●休 ●休
●休 ●休

●休 ●休

17時まで

20時まで20時まで20時まで

17時まで

問い合わせ先など主な施設

●休 ●休
●休 ●休
●休 ●休

●休 ●休
●休 ●休

●休 ●休
12 月 25 日～翌年 1月 25 日まで冬期休園

●休 ●休



　

山
香
町
出
身
の
坪
井
達
史

（
つ
ぼ
い
た
つ
し
）
さ
ん
は
、

J
I
C
A
（
国
際
協
力
機
構
）

稲
作
上
級
技
術
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
と
し
て
約

40
年
、
世
界
各

地
で
稲
作
の
指
導
に
あ
た
っ

て
き
ま
し
た
。
2
0
0
4
年
か

ら
ウ
ガ
ン
ダ
に
赴
任
し
「
ネ
リ

カ
米
」
の
普
及
に
貢
献
。
こ
れ

ま
で
の
功
績
が
称
え
ら
れ
、
今

年
5
月
に
ウ
ガ
ン
ダ
、
11
月
に

は
日
本
か
ら
叙
勲
を
授
与
さ

れ
、
市
か
ら
は
「
杵
築
市
民
栄

誉
賞
」
を
贈
呈
い
た
し
ま
し

た
。

ア
フ
リ
カ
を
救
う

新
し
い
お
米

「
ネ
リ
カ
」

　

1
9
9
2
年
、
従
来
の
ア
フ

リ
カ
稲
と
ア
ジ
ア
稲
を
交
配

し
「

N

e

w 

R

i

c

e 

f
o
r 

A
f
r
i
c
a
（
ア

フ
リ
カ
の
た
め
の
新
し
い

米
）
」
と
い
う
意
味
を
込
め
て

「
ネ
リ
カ
米
」
が
誕
生
。
生
育
期

間
が
短
く
耐
病
性
が
あ
り
、
乾

燥
し
た
気
候
で
も
収
穫
で
き

て
生
産
量
は
こ
れ
ま
で
の
約

3
倍
と
な
る
そ
う
。
ア
フ
リ
カ

で
の
米
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ア
ジ

ア
か
ら
の
輸
入
が
多
く
高
価

な
食
べ
物
で
あ
り
、
栽
培
と
し

て
も
ま
だ
ま
だ
メ
ジ
ャ
ー
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
ャ
ッ
サ
バ

や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
粉
を

練
っ
た
も
の
が
主
食
で
す
が
、

調
理
の
し
や
す
さ
や
味
は
米

が
勝
る
と
い
い
ま
す
。

　

ネ
リ
カ
米
は
そ
ん
な
ア
フ

リ
カ
の
食
糧
問
題
を
改
善
し
、

さ
ら
に
農
家
の
現
金
収
入
を

増
や
す
こ
と
で
医
療
や
教
育

に
お
金
を
使
え
る
よ
う
に
な

り
、
生
活
水
準
が
引
き
上
げ
ら

れ
、
様
々
な
問
題
解
決
に
つ
な

が
り
ま
す
。

現
地
の
人
々
の
手
で

続
け
て
い
け
る
支
援
を

　

国
際
協
力
で
大
切
な
こ
と

は
現
地
の
人
々
と
同
じ
目
線

に
立
つ
こ
と
、
同
じ
よ
う
に
汗

水
流
す
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
派

遣
さ
れ
る
国
が
変
わ
る
ご
と

に
家
族
そ
ろ
っ
て
移
住
し
、
そ

の
土
地
に
入
り
込
む
こ
と
で

現
地
の
住
民
か
ら
の
理
解
を

得
ら
れ
、
ま
た
坪
井
さ
ん
の
熱

意
も
伝
わ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

取
り
組
み
の
一
つ
に
倍
返

し
制
度
と
い
う
も
の
が
あ
り

ま
す
。「
初
め
て
稲
作
に
取
り

組
む
農
家
に
、
ま
ず
種
を

1
キ

ロ
預
け
る
。
収
穫
時
に
は

50
キ

ロ
に
な
る
の
で
、
そ
の
う
ち
2

キ
ロ
を
返
し
て
も
ら
う
約
束

を
し
ま
す
。
た
だ
、
持
っ
て
き

て
も
ら
っ
た
り
私
が
取
り
に

行
く
の
も
大
変
だ
か
ら
、
そ
の

分
を
近
所
の
人
に
わ
け
て
栽

培
し
て
も
ら
う
。
そ
う
し
て
少

し
ず
つ
広
め
て
も
ら
う
の
で

す
」
と
、
現
地
の
人

の
手
に
よ
っ
て
広

ま
る
こ
と
を
何
よ

り
大
切
に
し
て
き

ま
し
た
。

　

坪
井
さ
ん
一
人

で
始
め
た
活
動
も
、

今
で
は
現
地
の
住

民
や
J
I
C
A
隊

員
の
手
に
よ
っ
て

広
が
り
を
み
せ
て

い
ま
す
。

　

今
回
、
叙
勲
を
授
与
さ
れ
た

こ
と
に
つ
い
て
「
運
が
良
か
っ

た
。
大
き
な
怪
我
も
病
気
も
な

か
っ
た
し
、
個
人
と
し
て
稲
作

普
及
に
努
め
て
い
た
だ
け
だ

か
ら
。
妻
が
ず
っ
と
付
い
て
き

て
く
れ
た
こ
と
も
大
き
い
で

す
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
場
主
義
を
貫
ぬ
い
た
坪

井
さ
ん
は
、
第
一
線
か
ら
退
い

て
出
身
地
の
山
香
で
暮
ら
し

て
い
ま
す
。
今
後
は
後
進
の
た

め
に
稲
作
の
栽
培
方
法
や
病

害
対
策
な
ど
を
ま
と
め
た
「
ア

フ
リ
カ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
の
制

作
を
始
め
る
そ
う
。

　

未
来
へ
の
想
い
と
情
熱
が

込
め
ら
れ
た
ネ
リ
カ
米
。
坪
井

さ
ん
の
経
験
が
次
世
代
へ
と

続
く
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。

稲
作
支
援
を
通
じ
て
ア
フ
リ
カ
の
未
来
を
つ
く
る自宅裏で収穫したネリカ米。日本

で食べられているジャポニカ米と

比べて少し面長な形をしています

生まれ育った山香町

直接指導にあたる坪井さん（中央）

̻̝ーとの̷̠͊Ȋ

　広༭きつき6月ではȂ大分ࡇの健康寿ྵ̦Ȃ̦ 1࣭պȂ੫̦4պ̽̀ ̞̠დͬし̹͇͢ȃ

　大分ࡇではȂ͜੫͜健康寿ྵ日ུ̰̳̹֚ͬ͛͛ͅȂ13の࿒ດ（健康ঐດ）ͬ ん̺̹̽̀͛ࠨ ȃ

　̷し̀ Ȃ̷ ͦͅあ̵ͩ̀Ȃࡇඤ18市町ఆのρϋ ϋ̈́Έ̦อນ̯̹ͦ͢ȃ

　13の࿒ດͅచ̳ͥਜ਼պࣣ̳ͬࠗͥ͂Ȃは6պȂ

੫は10պ̺̹̽ ̫̓ Ȃみん̈́は̭のਜ਼պͬみ̀̓ ̠

এ̠ ȉ

　ਜ਼պ̦ၻ̥̹̽ のはȂ̤ ̹ し̽͝ාႢ̦̞̭ࣞ͂͞

අ健受ၚ͞අ༗健ঐ൵実施ၚ̦̞̭ࣞ͂Ȃ

ιΗδςΛ·ΏϋΡυーθの૽̦ઁ̞̭̈́͂Ȃ் ̞の

૽̦ઁ̞̭̈́͂み̹̞̺͇ȃ

　ਜ਼պ̦あまͤ ၻ̩ ̞̈́のはȂࠬ գ̦̞ࣞ૽͞ ࠬൠ

̦̞ࣞ૽̦ఉ̞̭͂Ȃ体ڰ൲ しͬ̀ ̞ͥ૽̦ઁ̞̈́

̭͂Ȃଗྨ̦̞͂ͦ̀ͥ૽̦ઁ̞̭̈́͂ȂΗΨͬ̽ݟ

̞̀ͥ૽̦ఉ̞̭͂Ȃ͓̦̥み̞̿ͣ૽̦ఉ̞̭

͂̈́̓でȂڰਠの͕͂ん̦̓ၻ̩ ̞̈́み̹̞ȃ

　健ͬ受̫̹ͤ Ȃພ̥̥֭̽̀ͅ ̞ͥ૽͜ ఉ̞̫ͦ

̓Ȃڰਠ̦あまͤ ་̩ͩͣ̈́̀ ΟーΗ̦ၻ̩ ̞̈́

૽̦ఉ̞̽̀ ̞̠ ̭̥͂̈́ȃ̻ ̽͡ ͂ॼැ̺͇ȃ

　̷のままͅし̀ ̞ͥ͂̓ ん̓ん՛̩̈́ ̽̀ しま̷̞

̠̺ ͇ȃ

　みん̈́は̱ のˏ健康ঐດでȂあ̀ はまͥ ̭͂ ͧは

あ̹̽ ̥ ȉ̤̈́ ̠̻ で͜დし̀ み͇̀ȃ

　ষ̥ͣのȶきつみんの　̻̝ ー͂の̷͊ Ȋ̠健康

寿ྵȷではȂ13の健康ঐດͬΞーζ̳̥ͥͣͅȂま̹

ြා͜み̩̀ ̺̯̞͇ȃ

　

問健康長寿あんしん課［健康推進館］   (☎0978-64-2540Ī

ྵࢫ࠲

きつみんの

杵築市ྦྷ͉ま̺ま̺ະ健康̈́生活ਠの人̦ఉい͙̹い

県ྦྷ̦健康でいる̹ ͛の̱ のˏ৾ͤ ழ͙̦อນ̯ͦ まし̹

ࣣਜ਼պ͉Ȃ6պȂ੫1ıպ

0203 広報きつき   2022年12月号

県内 18市町村の健康指標ランキング県内 18市町村の健康指標ランキング
ષպ（1～6պ）は　　　ಎպ（7～12պ）は

下պ（13～18պ）は　　でাし̀ ̞ま̳ȃ

ષպ（1～6պ）は　　　ಎպ（7～12պ）は

下պ（13～18պ）は　　でাし̀ ̞ま̳ȃ

ً̨͓Ȃとͤ ̨̳Ȃ動か̨̳̈́る

生活ਠࡉͬೄ̷̠

合ਜ਼պ

1ȅ̤ ̹̽ し͝年Ⴂ

2ȅ特࠲診診ၚ

3ȅ特༗࠲ঐ൵ঔၚ

4ȅιΗδςΛクΏンΡυーθڂ൚者

5ȅࠬ գࣞ

ķȅߗໜ時ࠬൠ

7ȅ体活動Ȫ日ુ生活に̤い̀༜行ま̹͉൳൝の
　体活動を1日1時間以ષঔし̀ いͥ͜ のȫ

Ĺȅଗྨでူݝがとれ̀ いͥ͜ の

9ȅݎਠの̜ͥ͜ の

1ıȅ͓ͥ௸ഽȪ்い͜ のȫ

11ȅةで̥͜んで͓ͥことができͥ ͜の

12ȅいの場४حၚȪ月に1回以ષの活動ୡが
　  ̜ ͥいの場ȫ

13ȅ̤ ̤い̹༜ංȪ̜ͥと̽ くȫΘ;ンυーΡၚ

男性 ੫性

ķպ 1ıպ

1պ ķպ

4պ4պ

2պ

2պ

11պ

7պ

13պ

13պ

3պ

15պ

14պ 14պ

ĹպĹպ

12պ

4պ

1ıպ

13պ

17պ

17պ

15պ

15պ

2պ

ķպ

※2į3į10į11は杵築市࣭ྦྷ健康༗ͅࡏව̽ ̞̀ͥ40पոષの

　૽のΟーΗで̳ȃ

※4į5į6į7į8į9は杵築市࣭ྦྷ健康༗ࡏȂࣞܢࢃ

　Ⴂ者֓ၷȂ࣭　健康༗ފࡏ会ͅව̽ ̀

　̞ͥ40पոષの૽のΟーΗで̳ȃ
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୕
⅜
”

࣐
ଽ

‡
↩
←
⅛
़
࡙
⅛
आ
ۚ
で
す

　
୕
߄
は
、
ޗ
֗
ⅰ

ছ
な
⅖
の
各
ਅ

ވ


ー
↩
←
の

ރ
ⅰ

ވ
ঔ
୭
の
ା

な

⅖
、
ঌ
ྦྷ
の
ٯ
さ
ⅼ
が
հ

ⅅ
⅓
༥
ⅳ
ⅅ
⅓

い
け
る
۪
ޏ
⅒
く
り
に
ঀ
ⅸ
ⅶ
ま
す
。
႓
გ

Ĵ
ා
ഽ
の
ঌ
ྦྷ
୕
、
ࡥ


ॲ
୕
な
⅖
ො
Ⅾ

⅓

い

⅍

だ

い

⅍

ঌ

୕
 
ၳ
）
は

46

ؙ

Ĵ
ĵ
6
Ĵ
ྔ

で
す
。
୕
߄
ⅻ
త
ො
す
る

⅕
、
ঌ
の
़
ଽ
ⅻ
գ
ท
ⅅ
、

ވ

ー
↩
←

に

વ
が

ⅆ
ま
す
。
ま
⅍
、
ܢ
ࡠ
ඤ
に
୕

߄
ⅻ
ො
ັ
ⅅ
⅓
い
る
ఉ
く
の
༷
ₛ
⅕
の




Ⅿ
ࠧ
く
⅁
⅕
に
な
り
ま
す
。

　
⅋
⅁
で
、
ݓ
ಃ
ঌ
で
は
ఱ

ࡇ
ⅻ
は
ⅆ
Ⅾ

ࡇ
ඤ
ঌ

ఆ
⅕
ވ
൳
で
、
ྀ
ා
12

ⅻ
「
త

ො
ା
ၑ
ޑ
ا

ۼ
‶
⅕
ⅅ
⅓
、
త
ො
ା
ၑ
の

ޑ
ا
に
৾
り
ழ
ⅼ
で
い
ま
す
。

୕
⅛
త
ො
者
⅘
⅜
ओ
؋
ℷ
⅗
⅖
⅛
ੜ


　　
୕
߄
ⅻ
ො
ܢ
ࡠ
ま
で
に
ො
Ⅾ
な
か
⁁
⅍

場
合
、
త
ො
৪
の
փ
এ
に
関
߸
な
く
װ
త
߄

が
か
か
り
ま
す
。
ま
⅍
、
ম
ૂ
な
く
ො
ັ
ⅅ

な
い
త
ො
৪
に
చ
ⅅ
⅓
は
、
Ⅸ
か
の
ො
୕
৪

⅕
の



ⅻ
保
⅑
⅍
Ⅾ
、
ঌ
で
は
త
ො
ੜ


 
ओ
؋
え
ⅰ
ை
॑

൝
）
の
ޑ
ا
ⅻ

り
、

ਓ
ො
ၚ
の
࢜
ષ
に
഼

Ⅾ
ま
す
。

問
税
務
課 

収
納
係

☎
0
9
7
8-

62-

1
8
0
5

12

⅜
୕
⅛
త
ො
ା
ၑ
ޑ
ا

ۼ

త
ො
者
⅘
⅜

ओ
؋
ℷ
⅗
⅖
⅛
త
ො
ੜ

ⅻ

ঔ
ⅅ
ま
す
₎

●
୕
߄
は
”ຈ
ⅈ
ො
ܢ
ࡠ
ඤ
に
ො
Ⅾ
⅓
ℽ
ⅎ
⅃
ℵ
„

●
ພ
ܨ
ⅰ
ब
ٺ
⅗
⅖
ⅰ
Ⅽ
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区分 令和3年度
預貯金など※
差押金額

486件
1,854万円

※給与、年金、生命保険、不動産、
　動産（捜索による）等

▼滞納処分の実績

తොੜのၠれ

財産調査・捜索

財産差押え

換価
（公売・強制取立）

督促・催告

滞納発生

動産･
預金等

ȁ1ĺ4ĹȪგ23ȫා12月1ıȂ࣭ षႲࣣలˏ ̤ٝٛͅい̀ ȶଲࡀ૽ٮ࡞ȷ̦ न఼̯ͦȂ̷ ͈ံා༹ͅྩજ࣭͂૽ࡀသࢌտ֥

Ⴒྀࣣ̦ٛා12月1ıͬडਞ す͂ͥ ̱ۼ ȶͬ૽ࡀۼȷ͂ ̱͛͘ ̹ȃ

ȁ૽͉͂ࡀȂ̦͜૽ ̱ͣۼ く̧ͥ ̧̭͈͂́ͥ ၌̜́ͤȂ̦ͦ̈́ͣ̽̀͘ࡀ いͥࡀ၌́すȃ૽ ਹ̯ͦͥ২ٛͬఄ̦ࡀ

すͥ ̹͛ͅȂজ̹̻͉ুু͈૽ ̫̺́ࡀ く̈́Ȃ͙ ͈ͭ̈́૽ ਹఄͬࡀ ఱ̱୨ͅすͥ փে̻̫̭̦ͬͥ͂ຈါ́すȃ

ȁུঌ͉́Ȃ̭ ͈ۼܢۼಎͅ૽ࡀ࿚ఴͅ۾すͥၑٜͬ૬̱͛ͥ̀ٛͅܥい̹̺く̹͛Ȃڎਅ৾ͤழ͙࣐ͬい͘すȃ

１２月４日（日）～１０日（土）は「人権週間」です

【日時】　123日Ȫാȫ13時～16時
【会場】　杵築市ࢫ࠲ছセンター ఉ࿒എγール　
【内容】　
　13時～　　人ैࡀ・人ࡀດࢊນઆ、人ڠࡀਠอນఈ
　14時30分～市ྦྷ人ࡀ・൳和࣒ٛ֗ޗ
はজの身だしなみȷࡀఴȇȶ人　
　ളᰦ　久洋　さん࣒౬࣒問ఴࡀ人ࡇȇ大分࣒　
ɦ൚日は、͞أζΑ·着ဥ等のۜஅచॐにごފႁをお
　願いします。
ɦૺ࣐状況等により、࣒ٛのٳই時間がஜ後する場合
　があります。

杵築市人権フェスティバル
「市民人権・同和教育講演会」

わたな͓　ひさひͧ

問 ૽ࡀอȆ໐၂ओ༆ٜકଔૺ課（ႋ༗館） ☎0978-62-4799

１２月１６日は「部落差別の解消の推進に関する法律」
（部落差別解消推進法）の施行日です

　部落差別問題の解決に向けては、これまでの長年の取り組みによって生活環境や産業基盤の整備などの面で格差

の解消が進み、また、社会の様々な分野で人権尊重意識の醸成も進められてきました。

　しかしながら、いまだに結婚・就職差別や差別発言、インターネット上での差別的情報の流布が発生するなど解

決にいたっていません。

　このような中、部落差別は許されないものであるとの認識のもと「部落差別の解消の推進に関する法律」が２０１

６（平成２８）年１２月１６日に施行されました。

　本市では、法律の趣旨をふまえ、部落差別問題の解決のため国・県等と連携しながら、引き続き積極的に取り組

んでまいります。皆さんも「この法律がなぜつくられたのか、誰もが幸せに暮らすために大切なことは何か」を一緒に

考え、部落差別問題を正しく理解し、差別のない社会の実現をめざしましょう。

１２月１０日（土）～１６日（金）は
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です
　北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による

人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、２００６（平成１８）年６月に「拉致問題その他北朝

鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められるととも

に、毎年１２月１０日から１６日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされています。

　拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処

が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。

■年末年始にかけて、別府市の藤ケ谷清掃セン
ターの受け入れ時間が変更になります。家庭ごみを
持ち込む場合はご注意ください。

　年末年始の家庭ごみの収集については、令和4年12月31日（土）～令和5年1月3日（火）までお休
みとなります。通常収集は令和5年1月4日（水）からとなりますので、お気を付けください。詳しくは
令和４年度ごみ収集カレンダーや、ケーブルテレビ111chのデータ放送等でご確認ください。また、
年末は大掃除等でごみが多くなる時期です。一度に大量のごみを出されると、収集の妨げとなりま
すので、各家庭ごと一度に出すごみ袋の数5個程度を守っていただくようお願いいたします。

■1月4日Ȫକȫ̥ ͣુުྩです。

ΉୄΓンΗーにೄ୪ز̮͙̻ࣺ͚༷ͬ͒

年ྎ年始のز̮͙ਓਬについ̀

もやさないごみ
粗大ごみもやすごみ

　
8時30分～17時

　

休み
8時30分～12時

休み
8時30分～17時

　
9時～15時
　

　
休み
　

9時～15時

12月  　　　　　　
　29日（木）  　
30日（金）  　
31日（土）  　

1月                        
1日（日・祝）
2日（月）  　
3日（火）  　
4日（水）  　

業務日程

Ⱥ年ྎ年ই͈ުྩ日Ȼ

問 藤ケ谷清掃センター（0977-67-6111）

͜͞すごみ 月～土／8時30分～17時
͜͞さ̈́いごみ
லఱごみ

祝日を除く月～金／
9時～15時

ईॠが予ேされます。ఱੰ்͉̤͛に。

※搬入ごみの種類や量により、順番が前後する場合
　があります。

杵築人権擁護委員協議会と大分地方法務局杵築支
局では、人権週間（12月4日～10日）の取組として
無料相談所を開設します。◎秘密厳守
【日時】　127 日Ȫକȫ!10時～15時
【会場】　きつきڠپਠ܁、山香ಎ央܁ྦྷ、大田ৡ
【相談内容】　身のٝりの困りごと等
【担当者】　人ࡀသࢌտ ・༹֥ 務ޫ֥
問大分地༹༷務ޫ 杵築ޫ　☎0978-62-2271

人権なんでも相談所 相談
無料
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【ڒවح】

ষのૄをྖたしていれ͊、̓ なたでも加වできます。

ġ・20पոષķ0पྚྖである（ķ0पոષķ5पྚྖで

　࣭民年߄にහ意加වしている方も対象）

ġ・࣭民年߄のల̱ ༗ࡏ者である

ġ・࣭民年߄の༗ࡏ料を྾ੰされていない

ġ・ުに年間˒̩ 日ոષਲমしている

【૧ު者年߄の種႒】

ɛ特႕ັح年߄

ઇすることにࠑא者やల२者に経ࠑࢃ　 り͢ັݯされ

　ます。࣭ 。༞੩を受けている方が対象ですࡩ

ɛު者ჇႢ年߄

　ުをやめなくてもັݯされます。

【૧ު者年߄の５つのιςΛΠ】

ӱୟၛ方のږݶ߿年߄ȥȥ自分で積みၛてた

　年߄原ȼ用ףをࡓに年ڣ߄をॳします。

Ӳ༗ࡏ料をুဇに୭できますȥȥ月ڣˎྔ ˒から

　ྔ ୷˓のํսඤで、୷ౙպで自ဇに఼できます。

　また、ڣの་ࢵは年のഷ中であっても、いつでもخෝ

　です。

ӳĹıपまでの༞ੲັきਞ年߄ȥȥު者ჇႢ年　

。受け取ることができますپは、原則ķ5पから生߄　

に、Ĺ0पஜにཌくなられた場ࣣでも、Ĺ0पまでにب　

　受け取れるはずであったު者ჇႢ年߄がঘཌ֚

　শ߄として֒にݯされます。

Ӵ୕ଷષのߚந౾が̜りఱ་̤ංですȥȥ民間の

、がഐ用されੰࢱ料ࡏはਫ਼ං୕法ષ、生ྵ༗߄人年ࡢ　

はːࡠのષڣੰࢱ　 は߄ڥの߄ですが、ު者年ྔ

　ڣ社会༗ࡏ料ੰࢱがഐ用されます。

ӵު者̈́̓のいのٯအ͉、༗ࡏ料の࣭ࡩ

　༞੩が̫ͣれますȥȥުの担い手として֚ 定の

　ါをྖたす人には、༗ࡏ料の࣭ࡩ༞੩（月ڣड高

　ˍྔ があります。こ（ॳするとडఱで21ķྔ、

　の࣭ࡩ༞੩ڣは、౷等の経ࠑאઇをすれ͊原則

　ķ5पからඅ႕ັ加年߄として受ݯできます。౷等

　の経ࠑאઇのশ期についての年Ⴂ制ࡠはなく、本人

　の体ႁな̓に؊̲て受ݯのশ期をࠨめられます。

【૭ࣺみ・࿚い合わせ୶】

　業տ֥会事務局（☎0978-64-0711）

　ŋł̤̤いた 杵築支ഝ（☎0978-62-3051）

　ŋł̤̤いた 山香支ഝ（☎0977-75-1213）

　JA̤̤いた　ཅ後高田支ഝ（☎0978-22-2200）

※業者ා金ܖ金　ũŵŵűĻİİŸŸŸįůŰŶůŦůįŨŰįūű

ȸြ͈հ̱̹Ⴧࢃڰȹ͈ ̹͛ͅ

ව̱̱̠͘͡ȃحͅ

Ȫ૧ȫު者年߄
　౷を౷ոٸの目的で利用する場ࣣ、౷法の

。手きがຈါですخݺ

ɥ౷のഢ用と͉ȉ

　౷を౷ոٸにすること。႕え͊౷をਯ、ࢥ

場、ऺ౾場、ಛ৬場、ൽႹ、५ႅĩ・ΪΦ΅等の

ႅĪな̓の用౷にഢ۟することです。

ɥخݺき̶͉̈́ຈါȉ

　౷は料のఱ୨な生ॲ基๕であるとともに自然

ब害防গ等多࿂的な機ෝをせち、࣭ ാのޛいِ

が࣭にとってఱ୨に守っていくຈါがあります。この

ため౷のഢ用には౷法に͢るܰ制がかけられて

います。

ɥ対象と̈́ͥ౷͉ȉ

　ての౷（ന、ศ、न༶ཪ౷等）が対象となりま

す。ഴܱ౷目が౷なら͊、ैࣈされていなくても

౷性ĩ౷として活用できる状ఠĪがあれ͊౷として

եわれます。また、ഴܱ౷目が౷でなくても、ै 物

等がۯ理されているാ౷も౷とみなされます。

ɥ֚時എにഢ用すͥ場合͉ȉ

　౷をଣષ̬してศとして利用したい。また、ވ

୭ऺ౾場ب、୭ൽႹب、୭মྩਫ਼بমのためにࢥ

等で使用するため、֚ শ的にഢ用する場ࣣも֚শഢ

用のخݺがຈါです。֚ শഢ用の場ࣣは、خݺ手

きがຈါなうえに、ࢥমۖၭࢃは௸やかにैࣈでき

る状ఠに໘ࡓし、ۖ ၭの༭࣬をしなけれ͊なりません。

ɥު用ঔ୭用౷とし̀ 利用すͥ場合͉ȉ

　自ࡨਫ਼ခの౷を機ߓாࡩ、಄ৡ、أ等のު

経אષຈါなঔ୭にഢ用する場ࣣは、࿂積がˎ̩ ˌԦ

ྚྖであれ͊届、ˎ ˌ̩ Ԧոષであれ͊ഢ用خݺが

ຈါになります。

ɥഢ用خݺ૭のஜに

　ഢ用する౷がު૦ޟ౷֖ඤの用౷֖ߊඤに

ある場ࣣ、ު૦ޟ౷֖からのੰٸ手きを࣐った

うえで、ഢ用のخݺ૭を࣐うຈါがあります。　

※૦ੰٸ手きについてはႅକॲ課にごく

　ださい。

ɥ無౯で౷ഢ用をすͥとȤ

ġġࢥমの中౯、原状ٝ໘な̓のྵ令等がอせられたり、

ಮやั߄がشせられる場ࣣがあります。

※౷ഢ用に関するごは、ުտ֥会মྩޫま

でお࿚いࣣわせください。

無く̷ Ȋ̠౷の無౯ഢ用
～大切な農地を守りましょう～

業տ֥会事務局（☎0978-64-0711）

କൽۯのൄࠫ対ॐ
市のକൽঀဥ৪のٯအ͒ 水の凍結は０度以下で発生します。水道管が凍結し破裂

すると水が使用できないだけでなく、修理に多額の費用
を要します。冬本番を前に十分な対策をしましょう。

● ൄり͞すいところ͉・・・・・

　屋外でむきだしになっている水道管や、風当たりが
強い場所の水道管は要注意です。立ち配管が近くに
ある水道メーターまわりなどにもご用心ください。

● କൽۯが෫Ⴈし̹ͣ・・・・・

　止水栓を閉め、市指定の工事業者に修理をお申し
込みください。

● ঀ用し̀ い̈́い࠺̈́̓・・・・・

　再使用まで、メーター前の止水栓を閉じて、その後、
低い所で水を抜いておいてください。
　隣近所の空き家などから水の流れを発見したとき
は、下記の問い合わせ先へ連絡をお願いします。

● ુにٳい̀いͥ৮࢛につい̀・・・・・

　洗濯機や水まき用ホースの器具が凍結により外れ
て、大量に水が漏れるという事例が多くあります。
　使用していないときは、蛇口を閉めるようお願いし
ます。

● ̷のఈの࿚い合わせ

〔本庁舎〕　　上下水道課　　　　☎0978-62-2717
〔山香庁舎〕　山香振興課事業係　☎0977-75-2406
〔大田庁舎〕　大田振興課事業係　☎0978-52-2222
※宅内の配管は個人管理となっています。
　水道管等の取扱いには十分注意し、凍結防止につとめましょう。

● କൽۯが͜しൄ̽̀ しま̹̽ͣ・・・・・

　自然にとけるまで待つか、ゆっくりと
ぬるま湯をかけてとかします。

● ൄࠫを防̪に͉・・・・・

　କൽιーΗーには、
布や発泡スチロールを
ビニール袋に入れて
メーターボックスの隙
間に詰め込むと効果的
です。

　͚きだしのକൽۯには、布切れや毛布などを巻き、
その上にビニールテープなど
を巻いて直接冷たい空気が
触れないようにしてください。
水道管にはめ込むだけで簡
単に取り付けられる保温材
もありますので、ご利用くだ
さい。

発泡スチロール等

။ා月日ר ။に係るਯ民のํսר

山香町大字日指、向野に在住する
平成１５年１１月３０日までに生まれた男女

大字大内に在住する
平成１３年１２月３１日までに生まれた男女

家族の法制に関する世論調査

住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に

関する省令第３条の規定に基づき、下記のとおり公表します。（同項第3号に掲げる活動に係るものを除く）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間：令和3年11月1日～令和4年10月31日

■ਯ民ܖ本రನのר။ેޙを公ນします■

請求ܥ関のྴઠྌは૭出者のঙྴ ၌用࿒എのٽ要

一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

健康と暮らしについての調査一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

（株）インテージリサーチ
代表取締役社長　小田切　俊夫

大字杵築、南杵築に在住する男女消費動向調査

自衛官及び自衛官候補生並びに
防衛大学校学生に関する募集事務

新聞及びＷｅｂ利用に関する
総合調査

自衛隊、防衛問題に関する世論調査

一般社団法個人　新情報センター
事務局長　山本　恭久

大田沓掛に在住する
平成１６年３月３１日までに生まれた男女

大字大片平、横城、奈多、狩宿に在住する男女

平成１６年４月２日から平成１７年４月１日までに
生まれた男女

大字熊野に在住する平成１９年８月３１日までに
生まれた男女

大字杵築に在住する平成１６年１０月３１日までに
生まれた男女

宝くじに関する世論調査

旅行、観光消費動向調査

一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

自衛隊　大分地方協力本部

一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

R3.11.  2

11.18

R4.  2.  3

 2.  3

大字杵築に在住する
平成１６年３月３１日までに生まれた男女生活保障に関する調査一般社団法人　中央調査社

会長　境　克彦 2.16

 5.24

 5.25

6.29

10.20
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こ̓͜Ʀজၛဘ౽Ʀ༗֗൝の૧年ഽ૧ܰවਫ਼૭ࣺみを
̫ັ̫ますȪ令和5年4月වਫ਼ȫ

問 ছমྩ所 ঊ育̀׳室　☎0977-75-2408 

navigationnavigationnavigation

【૭ࣺັ期間】　12月1日（࿐）～2Ĺ日（କ）期ࡕࡠ守

【႒ ・ືັௗ࢛】　本ৡġ市民生活課ġ年߄Ʀ福祉Ʀঊ̓ もௗ࢛߸、५ࣝৡġ福祉মྩਫ਼ġঊ֗て׳、ఱനৡġఱന૦ޟ課

　ɜ̭̓ ౽໐ȫȆဘ౽Ȫဘ͜

　　【႒】　ঊ̓ものためのޗ ・֗༗֗ັݯ認定、ঊ֗てのためのঔ୭等利用ັݯ認定૭࠳利用૭ࣺ

　　【対象ൺ】　市ඤ公ၛ̭ど͜Ȥ ・ːˑ प（令和5年 月ː̱ 日শതでː पոષのൺ）

　　　　　　　　市ඤজၛ̭ど͜Ȥˏ ～ˑ प（令和5年4月1日শതでˏपոષのൺ）

　　　　　　　　ฒຐࣣဘ౽Ȥˏ पをࠞえた౪生日のံ月̱ 日 り͢වできます。

ȁɜ̭̓ ໐ȫȆ༗֗Ȫ༗֗͜

　　【႒】　ӱঊ̓ものためのޗ ・֗༗֗ັݯ認定、ঊ֗てのためのঔ୭等利用ັݯ認定૭࠳利用૭ࣺ

　　　　　　　　ӲਖႻやॲな̓で༗֗がຈါと認められるڎ種બ明႒　　

　　【වܖ】　市が定める༗֗がຈါな基をྖたしていなけれ͊වできません。

ɜ̭̓͜

こ̓もȬ༗ȭ ☎0ĺ77Į75Į230Ĺজ

ၛこ̓もȬဘ༗ȭ ☎0977-76-2922জ

জ ५ࣝこ̓もȬဘ༗ȭ ☎0ĺ77Į75Į0425

জ ५ࣝこ̓も५׆分Ȭဘ༗ȭ ☎0ĺ77Į7ĹĮ0020

জ 願こ̓もȬဘ༗ȭ ☎0ĺ7ĹĮķ2Į2Ĺ55

জ 中؇こ̓もȬဘ༗ȭ ☎0ĺ7ĹĮķ2Į33ķķ

Ȭဘ༗ȭজઽこ̓もࠃ ☎0ĺ7ĹĮķ2Į27Ĺ7

জ ఱୃこ̓もȬဘ༗ȭ ☎0ĺ7ĹĮķ2Į305ĺ

 ఱനこ̓もȬဘ༗ȭ ☎0ĺ7ĹĮ52Į207Ĺ

ɜဘ౽

ฒຐࣣဘ౽ ☎0ĺ7ĹĮķ3Į3300জ

ɜ༗֗

জ ઐו༗֗ ☎0ĺ7ĹĮķ2Į24ķ1

ɥ対象ঔ୭֚။ġ（জȇজၛ  ȇၛ  ဘ༗ȇဘ༗Ⴒ߿ࠈ  ༗ȇ༗育所߿）

※上ܱのܢ間で、ڎঔ୭の֥にྖた̈́い場合は、ܢ間ոࣛでもଟ時ັをします。
※保֗（̭̓も保֗໐）൝͒のවは、保֗に欠̫るါでවの先順պがࠨします。ັ順ではありませんが、上ܱܢ間　
　ոࣛのはවの先順պがئがる場合がありますので̮ၭઇ̩̺さい。
※市ٸのをܛབする場合は、ܛབするのਫ਼हする市ఆに͢り୨日が։̈́りますので、お்めに子֗て׳に̮相談̩̺さい。

༡ਬ ౽ಃঌၛဘݓ
Ȫ令和5年4月වȫ

問 教育ྩ課　☎0977-75-2410

navigationnavigationnavigation

【༡ਬ】　

　ӱ̱ 年༗֗　

　　成2ĺ年4月2日～成30年4月1日までに生まれたဘ

　Ӳˎ年༗֗　

　　成30年4月2日～成31年4月1日までに生まれたဘ

【༡ਬ期間】　12月̱ 日（木）～2Ĺ日（କ）

ଟশ受ັࢃ定֥にྖたない場ࣣはոڎ※　　　　　　

【႒】　　

　「ව願」「ঊ̓ ものためのޗ ・֗༗֗ັݯ認定、ঊ֗てのため

　のঔ୭等利用ັݯ認定૭࠳利用૭ࣺ」「ဖかり༗֗利用

　૭」等

　※配布についてはڎဘ౽、または֗ޗྩ課（५ࣝৡ）

　　にしています。

【႒の୶】

　වܐ、ဖ̥り༗֗利用૭൝Ȥܛབするဘ౽

　ঊ̓͜の̹͛のޗ ・֗༗֗ັݯ、ঊ֗̀の̹͛のঔ୭

　൝利用ັݯ૭࠳利用૭ࣺȤ

　本ৡġ市民生活課ġ年߄Ʀ福祉Ʀঊ̓もௗ࢛߸または、५ࣝ

　ৡġ福祉মྩਫ਼ġঊ֗て׳にしてください。

ɥঌၛဘ౽֚။

ཤݓಃဘ౽

守ࢺဘ౽

☎0ĺ7ĹĮķ2Į255ĺ

☎0ĺ7ĹĮķ3Įĺ00Ĺ

ဘ౽ ☎0ĺ7ĹĮķ2Į20ķ2

สाဘ౽ ☎0ĺ7ĹĮķ2Į2411

（ಃ242๔౷1ݓఱল）౽ಃဘݓ

（ఱলఱඤ4342๔౷）

（ఱল༌野1124๔౷）

（ఱলสा27Ĺķ๔౷3）

（ఱল454֔ࢾ๔౷）

（ఱল守1ࢺĹ24๔౷ķ5）

☎0ĺ7ĹĮķ2Į2214

ఱඤဘ౽ ☎0ĺ7ĹĮķ2Į2415

ॲの૭࣬ȷݕॲ୕のȶੲࡥ
を̤དྷれ̈́くȊ

問 ୕ྩ課 ࡥ資ॲ୕係　☎0978-62-1805

navigationnavigationnavigation

　ੲݕॲ（মު用ॲ）をਫ਼ခされている方は、毎年̱ 月̱ 日

࡛在にਫ਼ခしているॲを୭౾している市ఆ͒૭࣬していた

だくຈါがあります。ࡢ人・法人に関わらずږ定૭ と࣬は༆に૭

࣬をしてください。※ୃ当なমဇがなく૭࣬しないときは

ً料がشされる場ࣣがあります。

【ࣽ回の૭࣬対象者】　

　令和5年1月1日࡛在で、ݓಃ市ඤにおいてੲݕॲをਫ਼ခさ

　れている方（ࡢ人・法人を࿚いません）

　※ॲの௩ࡘがない場ࣣも૭࣬はຈါです。

【૭࣬期限】　令和ˑ 年̱ 月ˏ 日̱（غ）まで　

※૭࣬期ࡠのೄஜは、ௗ࢛がఱ་ईॠいたしますので、早めの

　をお願いいたします。

【方༹】　参またはဍ送

བされる方は、ຈず୨手をഡັした༐用໑ܛえの༐送をࢱ※

　ൟを൳໑してください。

【場ਫ਼】

　ɧĹ73Į0001　ఱ分ݓࡇಃ市ఱলݓಃˏ˓ ๔˓౷̱ 　

߸定ॲ୕ࡥ　ಃ市ਫ਼　୕ྩ課ݓ　

　※મしくはお࿚いࣣわせください。

ੲݕॲと ・͉・・

　ാ౷・ؚزոٸのমުの用にރすることができるॲ（ࢹ

ಃ物、機͍ݞ٫౾、ต、ߗ࣎機、৬ၰ͍ݞเߓࢥ、ߓ・

が法人ݕੲثࡘྌはڣݕੲثࡘ）で、その͍ݞߓܕ

୕法ྌはਫ਼ං୕法のܰ定に る͢ਫ਼ංのࠗॳષఅ߄ྌはຈါ

な経にॳවされるものをいいます。

　（႕）ఊုอഩ、ΩΕン、ΫΣーσΧ;Α、ۭ โ、ಛ৬場

　　　༘、自動์ค機、ఱ߿අਂ自動৬　等

වढ़४حૣڒ査૭ĩ品・ྩĪを̫ັ̫ます
問़ْܑଽ課 ࠀऔ係　☎0978-62-1804

navigationnavigationnavigation

　令和 Ʀˑ˒ 年度にݓಃ市がอಕする物ࣔව・ྩのރ（࠺୭ࢥম・௶量・୭ࠗンσΗンΠުྩ等をੰく）のවढ़参加を

;ͿήͼΠをご။ಃ市ݓ、ഞັ႒のમしいૂ༭については͍ݞབするমު者は、૭をしてください。૭ܛ

いただくか、市ਫ਼़ْܑଽ課ࠀ検査߸͒お࿚いࣣわせください。

【ັ期間】　令和5年1月4日ĩକĪ ～ˏ 日̱ĩغĪ　Ȭडਞ日のક֣ခ࢘ȭ※日をੰく

【方༹】　参またはဍ送

【場ਫ਼】　Ȭ本ৡȭˎ ߸検査ࠀ　ଽ課़ْܑ　ٴ

【有効期間】　令和5年 月ː̱ 日～令和ķ年ĺ月ˏ 0日

মはࢥ୭࠺※ 月ˎ、௶量・୭ࠗンσΗンΠުྩ等は 月ˏに受ັを予定しています。
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問 商工観光課 商工労政係　☎0978-62-1808

【支援対象者】　次の要件をすべて満たす運送事業者

　●貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業

　　または貨物軽自動車運送事業を営んでいること

　●中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者で

　　あること

　●令和４年４月１日時点において、杵築市内に本社、支店、

　　営業所、事業所等を有する法人または個人であって、今

　　後も事業を継続する意思があること

　●法人税確定申告をしていることまたは令和３年分の確

　　定申告等をしていること

　●申請時点において杵築市税に滞納がないこと

　●政治団体、宗教上の組織(団体)、暴力団員等でないこと

【交付対象車両】

　貨物自動車運送事業または貨物軽自動車運送事業に使用

　するために所有もしくはリース契約に基づき借用しており、

　かつ、事業用貨物または事業用特種車両のうち、自動車検

　査証における使用の本拠の位置が杵築市内である普通自

　動車、小型自動車及び軽自動車※被けん引車、二輪を除く

【支援金額】　交付単価（※）×交付対象車両台数

 

（注）１事業者につき５００万円を上限額とする。

【申請期限】　令和5年1月13日（金）まで（厳守）

【必要書類】

　①杵築市運送事業者燃油高騰緊急支援金交付申請書兼

　　請求書（様式第１号）

　②交付対象車両一覧表（様式第２号）

　③貨物自動車運送事業を行うために必要な許可書または

　　届出書の写し、もしくはこれらに類する書類

　④交付対象車両の自動車検査証の写し

　⑤交付対象車両の写真

　　（※ナンバーが判別できるよう真正面から撮影したもの）

　⑥直近の確定申告書等の写し

　⑦振込先口座通帳等の写し

【提出方法】　オンライン申請、郵送、持参

【提出先・問い合わせ先】

　〒873-0001　杵築市大字杵築377番地1　

　杵築市商工観光課（☎0978-62-1808）

※詳しくは、杵築市公式ウェブサイトをご覧ください。

車両の分類（道路運送車両法による） 交付単価

１台につき５万円

１台につき3万円

１台につき1万円

普通自動車（大型トラック等）

小型自動車（小型トラック等）

軽自動車（軽トラック等）

navigation
杵築市運送事業者燃油高騰
緊急支援金

問上下水道課　☎0978-62-2717

　新型コロナウイルス感染症の影響で休職や離職するなど

して、収入が減少し水道料金の支払いが困難な場合に水道

料金を免除いたします。

【免除対象者】

　大分県社会福祉協議会(窓口：市社会福祉協議会)が実施

　した生活福祉資金貸付制度のうち、新型コロナウイルス感

　染症の影響を踏まえ、対象者を拡大した特例貸付で、緊急

　小口資金又は総合支援資金の貸付決定を受けた世帯

　※返済を免除された場合も対象となります。

【免除内容】　

　令和４年１１月から令和５年３月請求分までの水道料金

　（基本料金及び従量料金）

【申請期間】　

　令和５年３月９日まで（郵送必着）

　※お早めの申請手続をおすすめします

【申請書類】

　①水道料金免除申請書

　②緊急小口資金又は総合支援資金の貸付決定を証する書

　　類の写し

　　（貸付決定通知書の写し又は預金通帳における緊急小

　　口資金等の振込みが確認できる箇所の写し等）

　③還付金が生じる場合、返金先となる金融機関の口座情報

　※申請書は市公式ウェブサイトからダウンロードできます

【申請先】

　本庁舎　　1階　上下水道課 上水道管理係

　 (☎0978-62-2717）

　山香庁舎　1階　山香振興課 事業係

　（☎0977-75-2406）

　大田庁舎　1階　大田振興課 事業係　　　

　（☎0978-52-2222）

　※郵送の場合は下記あてにご送付ください

　　〒873-0001　 杵築市大字杵築377番地1  

　　上下水道課　上水道管理係　宛

【受付時間】　８時３０分～17時（土日・祝日を除く）

　

navigation
水道使用者の皆様へ
水道料金免除のお知らせ

navi

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内

navigation

　本給付金は電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して１世

帯あたり５万円を給付するものです。

【支給対象世帯】

　●住民税均等割非課税世帯

　　基準日（令和４年９月３０日時点）において、杵築市に住民登録があり、世帯全員が令和４年度分の住民税均等割が非課税である世帯

　●家計急変世帯

　　予期せず収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯

　　※住民税非課税相当とは、世帯全員のそれぞれの収入見込額（令和４年１月から令和４年１２月までの任意の１か月収入×１２）ま

　　　たは１年間の所得見込額（当該収入見込額から１年間の経費等の見込額を控除して得た額）が市町村均等割水準以下であるこ

　　　とを指します。

　（例）住民税非課税となる年間収入見込額の目安（杵築市の場合）

　　　単身世帯の場合：93万円以下　　　扶養家族が1名の場合：137.8万円以下

　（例）住民税非課税となる年間所得見込額（杵築市の場合）

　　　単身世帯の場合：38万円以下　　　扶養家族が1名の場合：82.8万円以下

　※上記支給対象世帯ともに、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

【支給額】　１世帯あたり５万円　※1世帯1回限り。また、住民税均等割非課税世帯と家計急変世帯の重複受給はできません。

【支給時期】　杵築市が支給要件確認書（または申請書）を受理した日から１～２週間が目安です。

【支給手続きの方法】

　●住民税均等割非課税世帯

　　対象となる世帯には、杵築市福祉事務所から、給付内容や確認事項を記載した確認書を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、

　　持参または郵送でご返送ください。

　　【確認書送付時期】　順次送付中

　　【返送期限】　令和５年１月３１日（火）

　　《確認書が送付されない方》

　　　①世帯の中に所得の未申告の方がいる場合　→所得の申告のうえ、申請が必要です。

　　　②令和４年１月２日以降に杵築市に転入した方がいる場合　→申請が必要です。

　●家計急変世帯

　　給付金を受け取るには、申請が必要です。支給対象となる場合は、申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに杵築市の窓口

　　に、持参または郵送でご提出ください。

　　【申請期間】　令和4年１２月１日(木) ～令和５年１月３１日(火)

　　※申請書は受付窓口（または市公式ウェブサイトからダウンロードできます。）にあります。

【受付窓口・申請書配布先】

　本庁舎１階　　市民生活課　年金・福祉・子ども窓口

　山香庁舎１階　福祉事務所　総務・高齢者福祉係

　大田庁舎１階　大田振興課　市民生活係

【郵送・お問合せ先】

　〒８７９－１３０７　杵築市山香町大字野原1010番地2　

　福祉事務所　総務・高齢者福祉係（☎0120-023-666）

　受付時間：平日9時～17時　（12月29日～1月3日を除く）

【制度に関するお問合せ先】

内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

コールセンター

☎0120-526-145　

受付時間：平日9時～20時（12月29日～1月3日を除く）
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ୡをນအのٯをされ̹ࡃಃঌの発展にୟޭഎ̥つఉఱ࣓̈́ݓ、年にわ̹り活動されזに̤い̀ڎ　

આすͥ文化の日ܱැນઆが、11月ˏ日Ȫ࿐・ਿȫにݓಃঌࢫ࠲ছΓンΗーで行われまし̹。זઐঌಿ̥

ͣˎྴの方にႻ者ນઆੑとܱැ品が௭ͣれ、5ܑު1౬体3ྴのٯအにۜ৫ેੑとܱැ品が௭ͣれまし̹。

杵築市文化の日記念表彰式^ ^

県
功
労
者
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彰
受
賞

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

業

事組合法人

こめƦこめƦく̯ͣ͐ん

業

木ఆ　房ဎ̯ん

【
農
林
水
産
】

ঐ൵֥

原　ఊ̯んݠ

【
善
行
】

大分県݈会݈֥

Ւ部　ಿຳ̯ん

【
地
方
自
治
】

問 ႅ水ॲ課 ႅު係　☎0978-62-1809

　ͼΦΏΏ等ခ害ುに͢るႅॲ物害を防গのために

୭౾する防ࢌॎのࣔව༞੩をܛབされる方は、ոئのとお

りお૭ࣺみください。

【૭ࣺ期間】　

　令和4年12月1日（࿐）～令和5年̱ 月31日（غ）まで

【༞੩対象者】　ݓಃ市にਯ民ຘがありႅުを͚א方ġġġ

【ঔܖ、ດࠐ͍ݞ༞੩ڣ】　

　ɜഩܨॎ

　【ঔܖ】　װಿ200Ůոષ　

　【ດࠐ】　

　　54ĭķ15İ1ΓΛΠ（参考Ļ令和4年度ġ200Ů୭౾の場ࣣ）

　【༞੩ڣ】　経の2İ3ոඤ

　※本体・バΛΞリー、ಔ、ॎ、́ ͼΏの֚で༞੩対象です。

　●ഘॎ

　【ঔܖ】　װಿ300Ůոئ（୭౾者̱ 名）

　【ດࠐ】　Ĺķ1İ （̉参考Ļ令和4年度）

　【༞੩ڣ】　経の1İ2ոඤ

　

【ັ場ਫ਼】　

　・本ৡ　1ٴ　

　　ႅକॲ課ġႅު߸

　・५ࣝৡ　1ٴ　

　　५ࣝ૦ޟ課ġমު߸

　・ఱനৡ　1ٴ　

　　ఱന૦ޟ課ġমު߸

※受ັ場ਫ਼にັけの૭ࣺ႒にຈါমࣜをܱවし、ࣔ ව

　予定のॎऺのࡉ積をഞັのうえお૭しࣺみください。

※令和ķ年 月ˎྎまでにࣔවしたऺのݥ・ႀਓを

　し、防ࢌॎの୭౾をۖၭすることがخෝな方に対して

　༞੩します。ġ

※মު（防ࢌॎࣔව）がດ経をષٝるときはດ経

　、ٝئるときはমުで査定します。

※ஜ年度に༞੩を受けていない方が先となります。ġ

ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ

ġ ġ ġ ġ ġ

navigationnavigationnavigation
令和5年ഽ 有害ು害防গ対ॐম Ȫު害防গॎȫの૭ࣺみについ̀

ġġġ૧߿υ;ͼσΑ感染症の感染防গのため、健診会場がˏ （ྟྟ、ྟ ਬ、ྟ

接）とならない う͢、ܱئのとおり受ັশ間をߊࢷڠ・౷ߊごとに分けましたの

でごފႁをお願いします。当日は、自で健ࢫΙͿΛク・体أ௶定のঔ、ζΑク

を着用しておקしください。ֲ ܱの症状のある方は、ご来場をおࢱえください。

実施日 会場 受付時間 対象校区・地区

診内容࠲

結核

肺がん

基本･特定･

後期高齢者

健診

大腸

がん

胃

がん

子宮

がん
マンモ

グラフィ

超音波

検査

がん

ɦમळはȂࢩ༭̧̧̾ː୬ࣺͤみȶ႓გĵාഽȁ࠲̵͈̤ͣȷȂま̹は市;ͿήͼΠ̮ͬ။く̺̯いȃ

ɦ࿚ຘĩຘま̹はຘĪや༒ယু̮̦ܕͅඑい̀いない༷はȂࢫ࠲ଔૺ܁Ȃ市ਫ਼ڎৡȪ市ྦྷهڰȂ山香૦هޟȂ

ȁఱ田૦هޟȫ́ ̤̫৾ く̺̯ͤいȃ

ɦ̦んȂঊ宮̦ん̯༷ͬͦͥはȂఱ̧͈͛Ησ̮ͬ४く̺̯いȃ

ɦ̦ん಼إ෨औはমஜ͈ထ̦ຈါ̳́ȃ

ɦɚは੫ΑΗッέ̦చ؊ထ̳́ȃ

地域ٝ健診 の̤ら̵ ①37.5度以上の発熱がある。
②せき、鼻水、のどの痛みなどの症状がある。
③体のだるさや倦怠感がある。
④匂い・味覚の鈍さを感じる。
⑤14日以内に、①から④の症状があった。
⑥家族の方、周囲の方に①から⑤に当ては  
　まる方がいる。

【チェック項目】

問 健康長寿あんしん課　ĩ☎0978-64-2540）

杵築小学校区以外
12月4日(日)

8：30 

9：15 ～ 

～ 

10：00

9：15 10：00

杵築小学校区
● ● ● ● ★ ★ ★健康推進館

健康推進館
杵築小学校区以外

● ● ● ● ● ●令和5年
1月23日(月)

～ 9：15

8：30 ～ 9：15 杵築小学校区

navi



　10月ĳĴ日ȂĶ月̥ͣ年̧̹࣐̀ͦͩۼȂȶཡबআςȜΘȜူ

ਘȷ͈ࡄ଼ ਘၭ̦̱࣐ͦͩ͘ ̹。ࣽ ਘ́Ȃ1ķྴ͈༷̦ཡबࡄ

আςȜΘȜにහྵ̯ͦȂࣽ ൲߱͞Ⴏْܑڰอ͈́ߊ住ݳȂࢃ

に഼̞͛̀ͣ͜ ̳͘。

防ब士ςーΘーူ成ࡄਘਘၭ式

ਘ ࡄ

　10月ĳĹ日Ȃݓಃঌࢫ࠲ছΓϋΗȜఉ࿒എγȜσに̀Ȃݓ

ಃঌ৪്̦ݓ。̹̱࣐ͦͩ͘ಃঌ֒ٛႲࣣٛ

നٛಿ ȶ്୍̦͈༵̬ͬଲݛࢭٮ和͈現に̫̀࢜ႁͬ

̩̾ ̱̳͘ȷ͂ ്͈࡞ဩ̯̯̬̱ͬ͘ ̹。

杵築市৪്式

 ്

　10月ĳĺ日ȂలĶĳ࣭ٝಎ࠵ࢷڠൽఱ Ȇٛ੫ঊ౬ఘ́ੳ̯

̱࣐ͦͩ͘ൽ໐੫ঊ͒ঌಿરত͈ဓ̦࠵ࢷڠಃಎݓ̹ͦ

̹。ͬయນ̱̀Ȃ৽͈̯̯͂ͭͭ͒ນઆੑ͂

ܱැ̦ള̯̱ͦ͘ ̹。

杵築ಎ࠵ࢷڠൽ部੫ঊに市ಿરত

ર ত
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館
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館
日

土金木水火月日
●定期休館日　
　[杵築市立図書館　本館 ]　☎0978-62-4362　毎週火曜日、祝日、年末年始　
　[山香図書室 ]　☎0977-75-1055　毎週火曜日、祝日、年末年始
　[ 大田図書室 ]　☎0978-52-3111　毎週火・土・日曜日、祝日、年末年始
●開館時間　各館にお問い合わせください。

図書館公式サイト 図書館携帯サイト

2 3
9 10
16 17
23
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11 12
18 19
2625

6 7
13 14 15
20 21 22
27 28 29 30 31

24

1
8

図書館だより

感染症の拡大状況によっては、臨時休館等サービスを変更する可能性があります。
最新情報は、ウェブサイトでご確認ください。

館ではȂ毎月̞ ̞ͧͧ̈́Ξーζでのඅਬജা࣐ͬ̀̽ ̞

ま̳ȃ

期ષד会の̤ͣ せ

əクςΑζΑ ンーΠə

クςスマスのイベント

əݚのષまでクςΑζΑ Μͅ ーə

　ȪクςΑζΑ̤ ͉ し̈́会ȫ

౷ڢإࡓΈσーίȶ̞̪͆ ̞ȷ̥ ͣȂあの૽ ΨϋΡ̦ܨ ̽̀͞

̩ͥ  Ģ Ģ　 の館で έ̞ー·ɕポΛίスͬ しみ̩ڢ̤ ̺̯

̞ȃ

日時ȇ12月11日（日）　18時～20時（ٳ場17時30分）

場ਫ਼ȇུ 館　館ඤ

 ȇ֥50ྴ

ு者ȇȶきつきんΨϋΡȷȶ 天டΩーζȷ

૭ࣺみȇ12月10日（土）まで

૧ρͼήρςーンーΠ

　～ুဇにڢしく、ུ とڢإのわͥ͌ととき～

ȶɹ̤さん͗クρΏΛク Ūů ݓಃঌၛ܁ȷɹ
̤८༜ܨ分でͅࠚܨ·ρΏΛ·ڢͬڢإしんでみま̵ん ŀ̥

අ༆ْܑ し͂̀ ȂথのႿඋ͂ுのρδ͜あͤ ま ♬̳
日時ȇ႓გ5ා1月14日（土）　15時～16時　

場ਫ਼ȇུ 館　েの広場

予ତȇ15（ထの͕̥ু ဇあͤ Ȇၛ （ŐŌࡉ̻

ுȇŇįłįŇ（όͼςϋȆ̈́ ーδーΡ）

予૭ࣺみȇ12月1日（࿐）～႓გ5ා1月13日（߄）

ɝ会場͒のවͤ ဇুȆ̯̞ ̤ঊ̯ んŐŌ

̽͜と༒利にȊ　܁Ȋ
ーΫΑૺ化　ΑΞΛί・ͅ Λί
館のͅطあͥેఠの͂ॠধͬထ̳ͥ हطထ

̦ြ̠ͥ͢ ̈́ͤͅ まし̹ ȃ

ഩდ͞;ͿήͼΠ̥ ͣ၌ဥ̞̹̺̫ま̳ので̶̮͌၌ဥ̩

̺̯ ̞ȃ

～हط予に۾すͥ ಕփത～

ɜ資料のはြ館̯ͦ ̹၌ဥ者̦୶͂̈́ͤ ま̳ȃ

ɜ大ന室ではထの受付̦ြま̵んȃ（大ന室の

　資料͂のထはུ館ま̹は;ͿήͼΠで̤૭ࣺ

　み̩ ̺̯̞ ȃ

ɜŅŗŅ͂ ńŅのထはできま̵んȃ

ɜ;ͿήͼΠ̥ ͣのထはȂま̴;ͿήーΫスの၌ဥഴ

　̦ຈါで̳ȃ

●࿐ဟષד会

作品 ȇྴȶスΩͼのतȷ（115分）

日時ȇ12月15日（࿐）13時30分～15時10分

場ਫ਼ȇུ 館 ఉ࿒എ室

 ȇ֥30ྴ

● Λ̈́ΒΏͅ Ηー

ד ȇْȶυͼμσーΆーȷ（85分）

日時ȇ12月18日（日）13時30分～14時50分

場ਫ਼ȇུ 館 ఉ࿒എ室

 ȇ֥20 （ྴ༗ࢌ者付きഞ （خ̞

ス·ςーϋ̹̯ͦͅד町の౷ȃݚのષのͅزは̦ਯん

で̞ͥのでし͡ ȉ̠　̯あȂٰ ུのΨスでอȊ

日時ȇ12月17日（土）　11時～12時

場ਫ਼ȇུ 館　ఉ࿒എ室

 ȇ֥30૽ 　（༗ࢌ者付きഞ̞خ）

૭ࣺみȇ12月16日（߄）まで

଼まͦのٱર受રैȃܰ ํͬ̈́͢ͅ

大ͤম̳ͥͅ 大ڠの৽૽̦Ȃܰ ํ̽͢ͅ ̀

෫̵̯ ̞̩ͣͦ̀ ̯まͬ ൝大のຊ౿でຝ

̞̞̀ま̳ȃࣄฒのඵͬೄഎͅ౾し̹

ಢは֚ 体ة યͬಭし̀ ̞ͥの̥Ȃ̢ࣉ ̦̈́ͣ

උ͚͂ ֑֚̽ ̹උ体̥ͥ̈́͜ͅࡑȉ

ȸ෫ޫȹ　 Ȫ ṉ ಠȟعཔ૧২ȫ

଼まͦのٱર受રैȃܰ ํͬ̈́͢ͅ

大ͤম̳ͥͅ 大ڠの৽૽̦Ȃܰ ํ̽͢ͅ ̀

෫̵̯ ̞̩ͣͦ̀ ̯まͬ ൝大のຊ౿でຝ

̞̞̀ま̳ȃࣄฒのඵͬೄഎͅ౾し̹

ಢは֚ 体ة યͬಭし̀ ̞ͥの̥Ȃ̢ࣉ ̦̈́ͣ

උ͚͂ ֑֚̽ ̹උ体̥ͥ̈́͜ͅࡑȉ

ࣽ月のඅਬജা

本の「紅白本合戦」

ාྎの໓থ̻̈́ͅん̺ࣄฒのུ̦館ͬदͤ ま̳ȃ

あ̹̈́は ฒ͂Ȃ̓ ̻ͣ のུͬ͂ͤͅ ̹̞ で̳ ȉ̥

ͼαンΠの૭ࣺみ方༹ڎ

;ϋΗーま̹はഩდで̤૭ࣺみ̩̺̯̞ȃ

ͼαϋΠૂ༭はȂ館;ͿήͼΠȂ館ඤのポス

ΗーȂŔŏŔで̮͜။̞̹̺̫ま̳ȃ

　ŋŊńłĩ࣭षފႁࢹܥĪ͈֞ै̱̀͂ز ː̩ 年ոષ

ຽݞに഼̹͛ೠ֔ġోঃ̯̦ͭȂĳ0ĳĳ年ਝ͈੪ Ȇ߮՞

日ડͬડ̯̱ͦ͘ ̹。̤ ̠̮̰̞̳͛́͂͘。

ೠ֔　ోঃ̯ （ͭၧ）̦ ՞日ડ ડ
つぼい　　　   たつし

2022年 秋の叙勲受章
おめでとうございます

辞令交付

　

【再任】榮木　一さん

教育委員
えいき　　　はじめ

　教育委員は、地域の抱える課題を捉え、住民や保護
者の期待する教育のあり方を議論し教育政策の決定
を行います。
【任期】　令和4年11月18日～令和8年11月17日

　10月ĳĺ日Ȃජఉ܅٬ઐ

ႅ ȶ́ઐႅΧυ;ͻϋȆζ

σΏͿȷ̦ ̱࣐ͦͩ͘ ̹。

　΅ΛΙϋȜ͞౷͈ࡓ

ऴ͈̈́̓์ค࣐ͦͩ͜Ȃ

ঌඤ̥ͣٸఉ̩͈༷̦ජ

ఉ܅٬にਬ̱̹ͤ͘͘。͘

̹Ȃ͉́܅٬ȂȶبΫȜΙ

ϋΘσ̱͊ఱٛȷ̦ ٳ

ट̯ͦȂఱେͤષ̦̱ͤ́

̹。

ජఉ܅٬ઐႅで
ハロ;ͻンマσΏͿ

イベント
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ঊ֗̀ૂ༭ޫ

問健康長寿あんしん課

☎０９７８-64-２５25 

こどもの健診・教室

ー健診ー

●4・5か月児健診

　　対象：令和4年7月・8月生まれ

　　ĲĳĲķȪ金ȫ12時30分～13時受付

●1歳6か月児健診

　　対象：令和3年6月・7月生まれ

　ȁĲĳȁĳȪ߄ȫ12時30分～13時受付

●2歳児歯科健診

　　対象：令和2年6月・7月生まれ

　　令和5年ĲĲĳȪ࿐ȫ

　　13時～13時30分受付

●3歳児健診

　　対象：令和元年6月・7月生まれ

　　令和5年ĲĲ3Ȫ߄ȫ

　　12時30分～13時受付

ー教室ー

●すくすく広場

　　対象：概ね１歳未満の赤ちゃんと保護者

　ȁĲĳȁĺȪ金ȫ10時～12時

　　場所：さくらんぼ（山香こども園）

　　内容：身体計測・育児相談

●わいわい教室

　　対象：障がいのあるお子さんの保護者

　　ĲĳĲĵȪକȫ10時～12時

　　場所：杵築市健康推進館

　　内容：座談会　

〔健診会場〕

　杵築市健康推進館：全地域の方

新規要予約

※૧߿υ;ͼσスۜஅછのͤ͢ͅޣג

　ಎগȆ་̳ͥࢵ場ࣣ̦あͤま̳ȃ

山香 0977-75-2223

わくわくクρή

ɡ12月21日Ȫକȫ10শȡ11শ

　చયȇঊȆྚਖڠ൝

作̷̜͍ࢥ

ɡ12月21日Ȫକȫ15শĴ0ȡ

作̷̜͍ࢥ

ɡ12月 7日Ȫକȫ15শĴ0ȡ

̷̠̹̜͍

ɡ12月 9日Ȫ߄ȫ10শȡ10শĴ0

ɡ12月1ĸ日Ȫാȫ13শĴ0ȡ14শ

͚̥しクρή
ɡ12月 9日Ȫ߄ȫ

　10শĴ0ȡ11শĴ0

̤͉̈́し会
ɡ12月27日Ȫغȫ14শĴ0ȡ1Ķশ

12月

みん
なあつまれ！

杵築 0978-62-6250

17 広報きつき   2022年12月号
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ષഛ　
かみうんてん　　ひとし

離乳食の作り方のポイントやお子さんに合わせた離乳食の進め方に関する
相談会です。

【日時】　12月21日(水)　午前中　※相談時間は後日申込者に連絡します。
【場所】　杵築市健康推進館
【対象】　赤ちゃんと保護者(離乳食が未開始の方も参加できます)
　　　　※概ね、１歳６か月まで
【定員】　６組〔先着順〕
【内容】　
　離乳食についての相談、試食
　※当日の朝、検温の上、保護者はマスクを着用して来館をお願いいたします。
　※体温が３７.５℃を超える場合や体調不良の場合は欠席の連絡をお願い
　　します。
【持ち物】　母子手帳、バスタオル、スプーン、ウエットテッシュ
【参加費】　無料
【申込期限】　12月14日(水)
【問い合わせ・申込み】
　健康長寿あんしん課  市民健康係　（☎0978-64-2540）

離乳食相談会のお知らせ
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て
に
⅑
い
て
の

用

は
֚
୨
無
料
で
す
。

　

ख़
ૣ
औ
֥
に

ば
れ
た
と
き

に
は
、
国
民
の
య
ນ
と
し
て
⅂
ފ

ႁ
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

大
分

ख़
ૣ
औ
ٛ
事
務
局

(

☎
０
９
７-

5
3
2-

7
1
ķ
1
）

  

ˎႻ൱જによͦ͊Ȃ࣭࢚年Ȃ߃　 ˍˑ ਫ਼͈ൺؿ

ਫ਼͈ൺݘఞȆତ͉௩͈֚حഷ̹ͬ̓ ̽̀ ̞̳͘。

ȶൺݘఞ͈ཡগ൝に̳۾る༹ ၙȷ̦ ঔ̹̯࣐ͦȂĳ000年

ഽȪŉ1ĳȫに̱̀ڛ Ȃĳ0年ࢃ ĳ͈0ĳ0年ഽତ͉ĳ0

1ྔ୷́Ȃ11įĶոષに̈́̽̀ ̞る͈̳́。අにȂ߃年͉

̞ࣞ௩حၚ́ଔ֊̱̀ ̞̳̦͘Ȃݘఞঘ͕͈͂ͭ̓͜年

́Ķ0૽ ಼̢ͬ̀ ̞̳͘。本൚に̱͘ ࡠ̞ͤ ̳́。

　ু̹̻͈߃に̭ܳͤ͜ る̠خෝ̦̞ࣞ২ٛ࿚ఴ

に̴ͣͩ͜۾ Ȃ̭ ̹̦̱ݺ͈ ȶ̞ঊ͈̓͒͜ݘఞȷに̞̾

̀Ȃߓఘഎ̈́݅͞ఠ̞༷ͬͣ̈́͜ఉ̞͈͉̞́̈́

̱́͡ ̠̥ 。

　ȶൺݘఞȷ͂ ͉Ȃঊ͈̓͜૽ͬࡀಠ̱̩ ̳ٺる࣐և

̜́ͤ Ȃȶൺݘఞȷ͈ Ĺڬոષ͉͈による͈̳́͜。

̱̥ ̱Ȃݘఞ̱ͬ ̹̩ ̀ঊ̓ͬ͜ݘఞ̱̀ ̞る͉͕͂ͭ

̩̓̈́ Ȃঊ͈̓͂͜୪̱༷ ༷̦̥̥̹֗̀ͩͣ̈́̽͞ ͤȂ

ඤ͈ະ和̈́̓Ȃအș̈́زफഎȂࠐ ࿚ఴͬ༴̢̀ ̞̹ͤ ̳

るાࣣにൺݘఞ̦̤̭ͤ ̳̞͂͞ ̀ͦͩ࡞ ̞̳͘。

　̹͘Ȃൺݘఞ͉ȂӱఘഎݘఞȪൺ͈ఘにཕႁͬ

և̳ͬる̭͂ȫ࣐ఞȪൺに̵̞ͩ̾̈́ݘるȫӲഎ̢ح

ӳΥΈτ·ΠȪူ͈֗༶ܤȆటྕȫӴၑഎݘఞȪ࡞ဩによ

る̱̥ޞȂྫ ণȂঊ͈̓͜ஜ́زにཕႁ̢ͬحるȫ͈ ఱ

̧̩ ːਅ႒に̫ͣ ͦ̀ ̞̳͘。

ఞ͈ಎに͉Ȃঊ͈̓͜ఄ̞ྵ̦ͩͦる͈̈́̓૬࣫ݘ　

̈́ম͜ອอ̱̀ ̞̳͘。͘ ̹Ȃݘఞ̫̹ͬ͂এͩͦる

ൺͬอ̹̱ࡉાࣣ͈࣬݅ྩ̦̜るに̴̥̥ͩͣ͜ Ȃ

̞̀̿ܨ ̞̀ ̯̞̭࣬ͦ̈́͜ ̦͂ఉ̩ Ȃً ̥ͣম͈ݲ

͜Ȃ̦̯̞࣬̈́ͦ̀ͦ͊ঘにঢる̭ ͉̥̹͂̈́̽ ̞̠͂

જ̦̞̩ ̜̾ͤ͜ ̳͘。

　̭͈̭̥ͦͣ͂ͣȂঊ͈̓͜ྵ͂૽ͬࡀる̹͛Ȃ༗ࢌ

৪̺̫̦ঊ֗̀に̥̥ͩる͈͉̩́̈́ Ȃ২ٛఘ́ঊ̓

଼̈́ಿͬ࠲͈͜ る̢̭ ̦͂ຈါ̳́。

Ȭ২ٛه֗ޗȂ૽ ȭ܁Ȃႋ༗هอȆ໐၂ओ༆ٜકଔૺࡀ

気づき NO.39

ρθࡀ૽

ȶঊど͜のྵと人権ȷ

   

࣭
ྦྷ
ා
߄
༗
ࡏ
ၳ
の
྾
ੰ
・  

  

ො
ັ
စ
ထ
൝
に
⅑
ℵ
⅓

●
྾

 ੰ

ڣ
・
֚
໐
申


　
本
人
、

ߘ
৪
（
༆
ݳ
中
Ⅿ
܄

Ⅽ
）、
ଲ
ఝ
৽
そ
れ
⅌
れ
の
ஜ
年
所

ං
（
ً
ݲ
の
年
ഽ
分
に
⅑
い
て
は

ஜ
ₛ
年
や
ஜ
ₛ
ₛ
年
所
ං
等
）
が

֚
定
ڣ
ո
ئ
の
場
合
や
失
ު
等
の

理
由
が
あ
る
場
合
、
申

に
よ
り

༗
ࡏ
料
ො
付
が

ڣ
྾
ੰ
ま
た
は

֚
໐
྾
ੰ
に
な
り
ま
す
。（
֚
໐
྾

ੰ
の
場
合
、
ࡘ
ڣ
ࢃ
の
༗
ࡏ
料
を

ො
付
し
な
い
と
֚
໐
྾
ੰ
が
無
࢘

と
な
り
、
未
ො
ܢ
ۼ
と
な
り
ま
す
。

必
ⅈ
ࡘ
ڣ
ࢃ
の
༗
ࡏ
料
を
ො
付
し

て
く
だ
さ
い
）


ො
ັ
စ
ထ
ଷ
ഽ

　
50
प
未
ྖ
の
方
（
学

を
ੰ
く
）

で
本
人
、

ߘ
৪
（
༆
ݳ
中
を
܄

Ⅽ
）
そ
れ
⅌
れ
の
ஜ
年
等
の
所
ං

が
֚
定
ڣ
ո
ئ
（

ڣ
྾
ੰ
の
所

ං
ܖ

と
൳
ⅆ
）
の
場
合
に
、
申


に
よ
り
国
民
年
߄
༗
ࡏ
料
の
ො
付

が
စ
ထ
さ
れ
る
ଷ
ഽ
で
す
。

●
ڠ

ො
ັ
අ
႕
ଷ
ഽ

　
学

の
方
は
֚
๊
എ
に
所
ං
が

ઁ
な
い
た
め
⅂
本
人
の
所
ං
が
֚

定
ڣ
ո
ئ
の
場
合
、
国
民
年
߄
༗

ࡏ
料
の
ො
付
が
စ
ထ
さ
れ
る
ଷ
ഽ

で
す
。
対
ય
と
な
る
学

は
学
ࢷ

教
育
法
に
ܰ
定
の
あ
る
大
学
（
大

学
֭
）、
ౣ
ܢ
大
学
、
ࣞ
等
学
ࢷ
、


修
学
ࢷ
ݞ
Ⅰ
ڎ
ਅ
学
ࢷ
（
修
ު
年

ࡠ
１
年
ո
ષ
の
課

）、
֚
໐
の
٬

外
大
学
の
日
本
分
ࢷ
に
ह
学
す
る

方
で
す
。


本
ଷ
ഽ
を
利
用
す
る
場
合
は
申

　

が
必
要
で
す
。
મ
ळ
は
ऒ
記

　
Ⅵ
お
࿚
い
合
ⅸ
ⅉ
く
だ
さ
い
。

問 
市
民

ڰ
課 

年
߄
₊

ছ
₊

子
⅖
Ⅿ
ௗ
࢛
係

（
☎
0
9
7
8-

62-

1
8
0
ķ
）　

༆
ຸ
年
߄
事
務
所

（
☎
0
9
7
7-
22-

5
1
1
1
）

  

↴
ⅾ
↠
↳
ⅾ
ン
↞
の
ັ
ဓ
చ 

  

ય
と
⅗
ⅵ
↴
ⅾ
↠
ン
↦
‡
ↂ

  

‡
↟
の
申
し
込
Ⅼ
ܢ
ࡠ
に
⅑

  

ℵ
⅓

　
↴
ⅾ
↠
↳
ⅾ
ン
↞
の
付
ဓ
対
ય

と
な
る
↴
ⅾ
↠
ン 

↦
ー
ↂ
ー
ド

の
申
し
込
み
ܢ
ࡠ
は
令
和
４
年
12

月
ྎ
日
ま
で
で
す
。
お
早
め
に
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
↴
ⅾ
↠
↳
ⅾ

ン
↞
は
↴
ⅾ
↠
ン
↦
ー
ↂ
ー
ド
を

ै
り
、
࠲
ࢫ
༗
ࡏ
બ
と
し
て
の
登


と
ݯ
付
߄
な
⅖
を
受
取
る
࢛
ज

の
登

を
す
れ
ば
1
ྔ
5
0
0
0


分
の
お
ฃ
物
↳
ⅾ
ン
↞
が
Ⅿ
ら

え
ま
す
。

　
⅊
⅟
こ
の
際
に
↴
ⅾ
↠
ン
↦
ー

ↂ
ー
ド
の
申
込
を
し
て
お
ฃ
物
↳

ⅾ
ン
↞
を
⅂
利
用
く
だ
さ
い
。

【
ຈ
ါ
⅗
Ⅿ
の
】

₊
↴
ⅾ
↠
ン
↦
ー
ↂ
ー
ド

　（
ճ
બ
番
号
ତ
ল
4
ࠥ
の
ව
ႁ

　
が
必
要
で
す
）

₊
↳
ⅾ
ン
↞
を
受
取
る
た
め
の
対

　
ય
と
な
る
ↄ
⁌
⁋

⁍
レ
ス
ࠨ

　
फ（
ↂ
ー
ド
₊
Œ
œ
↊
ー
ド
等
）

₊
公
߄
受
取
࢛
ज
を
登

す
る
場

　
合
は

ನ
Ⅿ
し
く
は
ↄ
⁌
⁋


　
⁍
ↂ
ー
ド

【


場
ਫ਼
】


市

所
本

ৡ
市
民

ڰ
課


　
ୠ
係
ݞ
Ⅰ
ڎ

ৡ
市
民

ڰ
係

　
の
ௗ
࢛
（
本

ৡ
1
ٴ
⇀
↩
ー

　
に

用
↬
ー
ス
を
୭
౾
し
て
い

　
ま
す
。）


↴
ⅾ
↠
↳
ⅾ
ン
↞

続
き
ス
↳

　
⁋
↞
（
ဍ
༒
局
₊
ࠈ
ఝ

⁎
⁋

　
プ
₊
→
↬
ン
ⅾ
レ
↬
ン
A
ŕ
Ŏ
₊

　
⇀
ー
↔
ン
↊
↪
ー
ܥ
）


対
応
す
る
ス
↴
ー
↞
↫
⁊
ン
や

　
↧
↔
↊
ン

問 

市
民

ڰ
課
　

ୠ
係

（
☎
０
９
7
8-

62-
1
8
0
ķ
）

   

↴
ⅾ
↠
ン
↦
‡
ↂ
‡
↟
の
申  

  


・
受
取
り
ⅰ
↴
ⅾ
↠
↳
ⅾ

  

ン
↞


き
の
た
Ⅾ
に
ႉ
時

  

⅔
ௗ
࢛
を
ٳ
き
ま
す

【
ٳ
୭
日
時
】
　

12
月
25
日
㈰
　
９
時
～
16
時
ま
で

【
ٳ
୭
場
ਫ਼
】　

ݓ
築
市

所
市
民

ڰ
課

ୠ
係

ௗ
࢛
の
み
　

【
ު
ྩ
ඤ
ယ
】


↴
ⅾ
↠
ン
↦
ー
ↂ
ー
ド
の
「
申

　

」


↴
ⅾ
↠
ン
↦
ー
ↂ
ー
ド
の
「
受

　
取
り
」（
申

が
ۖ
ၭ
し
て
い
る

　
方
で
、
交
付


書
‱
は
が
き
′

　
を
お

ち
の
方
）

 

電
子
બ
明
書
の
更
新
（
電
子
બ

　
明
書
の
有
࢘
ܢ
ࡠ
の
更
新
₊
新

　
ܰ
登

を
し
た
い
方
）


電
子
બ
明
書
の
↧
ス
⇁
ー
ド
変

　
更
、↧
ス
⇁
ー
ド
⇀
⁋
ↆ
ٜ
ੰ 


↴
ⅾ
↠
↳
ⅾ
ン
↞
の
ڎ
ਅ

続
き


ݝ
日
の
受
付
は
、
事
ஜ
の
ထ


　
が
必
要
で
す
。
12
月
23
日
㈮
ま

　
で
に
お
電
話
で
ထ

し
て
く
だ

　
さ
い
。
ထ

を
さ
れ
て
い
な
い

　
と
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ

　
り
ま
す
。
ထ

の
申
込
み
は
市

　
民

ڰ
課

ୠ
係
ま
で
お
願
い

　
し
ま
す
。


必
要
書
႒
は
ထ

時
に
⅂
確
認

　
く
だ
さ
い
。


ݓ
築
市

所
市
民

ڰ
課
ௗ
࢛

　
の
み
غ
ဟ
日
Ʀ
࿐
ဟ
日
は
18
時

　
ま
で
ௗ
࢛
を
ٳ

し
て
い
ま
す
。

　（
ݝ
日
Ʀ
月
の
ྎ
日
を
ੰ
き
ま

　
す
。）


५
ࣝ
Ʀ
大
田
地
֖
の
方
で
ݝ
日

1819 広報きつき   2022年12月号

問‥問い合わせ先／■予 ‥予約先／■申 ‥申込先／FȥŇłř๔



募
　
集

者༡ਬݳਯ൝වא 問 杵築市営住宅管理センター（☎0978-63-0050）

（ケ）‥ケーブルテレビ基本料込　(世)‥世帯構成・世帯合計所得による　(単可)‥単身者申込可　(単不可)‥単身者申込不可

ɥଟ時༡ਬ【申込期間】 随時（先着順です。最新の空き状況は直接お問い合わせください。）　　【選考方法】 書類審査

●敷金は家賃の3か月分です。　●各住宅の併願はできません。　●募集戸数は災害等の事情により増減する場合があります。
●住宅ごとの入居資格（住宅に困窮している等）、連帯保証人の条件、必要な書類等についてはお問い合わせください。
●入居決定後に修繕します。（修繕期間60日程度）詳しい入居可能時期についてはお問い合わせください。
上記の募集情報は11月11日時点のものとなります。申し込みは先着順で受け付けていますので、お問い合わせいただいた時には空
いていない場合もございますのでご了承ください。

  
土
地
・
家
屋
に
異
動
が

  
あ
っ
た
と
き
は
届
け
出
を

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
時
点
で
土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産

を
所
有
さ
れ
て
い
る
方
に
課
税
さ

れ
ま
す
。

　
土
地
ま
た
は
家
屋
を
所
有
さ
れ

て
い
る
方
で
、
家
屋
の
新
築
、
改
築
、

用
途
変
更
（
住
宅
を
店
舗
に
変
更

し
た
場
合
等
）、
取
り
壊
し
を
さ
れ

た
方
、
土
地
の
利
用
状
況
の
変
更

を
さ
れ
た
方
は
、
届
け
出
が
必
要

で
す
。
早
め
に
連
絡
を
お
願
い
し

ま
す
。
家
屋
で
取
り
壊
し
の
確
認

が
出
来
な
い
場
合
は
、
そ
の
家
屋

に
対
す
る
固
定
資
産
税
が
引
き
続

き
課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
法
務
局
で
登
記
を
変
更
さ

れ
た
方
は
、届
け
出
は
不
要
で
す
。

●
家
屋
の
取
り
壊
し

　
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
、
法

務
局
に
て
建
物
滅
失
登
記
を
す
る

こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
滅
失

登
記
が
出
来
な
い
と
き
や
未
登
記

家
屋
の
取
り
壊
し
が
あ
れ
ば
「
家

屋
取
毀
届
出
書
」
を
税
務
課
固
定

資
産
税
係
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

税
務
課
　
固
定
資
産
税
係

（
☎
０
９
7
8-

62-
1
8
0
5
）

  

日
本
語
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修

  

受
講
者
を
募
集
し
ま
す

　
外
国
人
の
方
に
日
本
語
を
教
え

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
育
成
す
る
た

め
の
研
修
を
実
施
し
ま
す
。
関
心

の
あ
る
方
の
応
募
を
お
待
ち
し
ま

す
。

【
日
時
】　

令
和
5
年
1
月
22
日
㈰
、
29
日
㈰
、

2
月
5
日
㈰
　
10
時
～
16
時
（
9

時
30
分
～
受
付
）

【
会
場
】
　

国
東
市
安
岐
中
央
公
民
館
ホ
ー
ル

（
国
東
市
安
岐
町
中
園
）

【
講
師
】

立
命
館
ア
ジ
ア
太
平
洋
大
学
　
本

田
　
明
子
教
授

【
定
員
】　
40
名

【
申
込
締
切
】

12
月
28
日
㈬

【
申
込
方
法
】　

氏
名
、
電
話
番
号
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
、
応
募
理
由
を
記
載
の
う
え
、

F
A
X
ま
た
は
メ
ー
ル
に
て
申
込

み
く
だ
さ
い

◎
受
講
料
無
料

問
■申 

お
お
い
た
国
際
交
流
プ
ラ

ザ（
西
村
）

（
☎
0
9
7-

5
3
3-

4
0
2
1
）

（
F
０
９
７-

５
３
３-

４
０
５
２
）

（
in@

e
m

o.or.jp

）

掲載申込‥写真と申込書を総務課（☎0978-62-1800）
までご提出ください。申込書は総務課、山香振興課、
大田振興課で配布しています。インターネットから
もお申し込みできます。

૭ࣺみ୨は౪͈ஜ͈͈Ĳı̳́ȃ

12月生まれ

お誕生日
おめでとう

お子さんの誕生日の記念に、広報きつきで顔写
真入りでお祝いします。1歳から3歳までのお子
さんの写真を大募集中です！

金田 瑠花ちゃん
かねだ　　  るか

（塩田）

久田 怜央くん
ひさた　　　れお

（宗近）

平田 悠真くん
ひらた　　　ゆうま

（西下司）

【構造】鉄筋ｺﾝｸﾘ造3階建 【間取】3DK（和6、洋6×2、DK8） 【駐車場】2台 
【家賃】44,180円（ケ） 【部屋番号】102号室、201号室(単不可)

原団౷ （杵築市大字南杵築1683番地）ئ 市営

【構造】木造2階建 【間取】3LDK（和6、洋8、洋6、LDK13） 【駐車場】2台 
【家賃】52,180円（ケ） 【部屋番号】A-1(単不可)

৹ݠ第2団౷ （山香町大字内河野2723番地1） 市営

【構造】木造平屋建 【間取】3DK（和6×2、洋7、DK8） 【駐車場】1台
【家賃】28,680円（ケ） 【部屋番号】2号室、8号室(単不可)

ྋକ第2団౷ （大田俣水3269番地1） 市営

【構造】鉄筋ｺﾝｸﾘ造3階建 【間取】3DK（和6×2、洋4.5、DK6） 【駐車場】1台 
【家賃】19,500円～（世） 【部屋番号】1-3号室(単可)

ၛ駅ஜ第2ਯ （山香町大字立石1263番地9） 市営

【構造】木造2階建 【間取】①3DK（和6、洋8、洋6、DK8）【駐車場】1台
【家賃】35,880円（ケ）【部屋番号】E201号室(単不可)　　

̯つきώݚਯ （山香町大字野原1009番地6）　 市営

【構造】木造2階建 【間取】3LDK（和6、洋6、洋4.5、LDK9） 【駐車場】2台
【家賃】37,880円（ケ） 【部屋番号】F201号室(単不可) 

ષ市ਯ （山香町大字内河野1834番地1） 市営

【構造】鉄筋ｺﾝｸﾘ造4階建 【間取】3DK（和6×2、洋4.5、DK6） 【駐車場】1台 
【家賃】19,500円～（世） 【部屋番号】3-3号室(単可)

৹ݠਯ （山香町大字野原1761番地4） 市営

申し込み
フォーム
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21 広報きつき   2022年12月号

県指定年月日 ： 1963 年 2 月 15 日

62.oＮ宝至の築杵

▲本篠板碑 （お問い合せ）　文化・スポーツ振興課文化財係　0978-62-5750

建造物 /県指定有形文化財 /個人

〔山香地域〕

　山香町山浦の本篠地区に所在する板碑は、 凝灰岩の一石で

造立されており、 総高 262 ㎝、 上部幅 61 ㎝、 下部幅 77 ㎝の

大型板碑として県指定文化財に指定されています。 板碑とは石

塔婆の一種で、 死者の追善供養や生前の逆修供養のためにつ

くれらた供養塔として、 鎌倉時代から室町時代の中世期頃に多

く造立されています。

　本篠板碑の形状をみると、 頭頂部は低い山形で、 突出した

額部の上に二条の切込みが見られます。 また、 碑身部の上部

には、 阿弥陀如来をあらわす梵字キリークが薬研彫りされてお

り、 その下段に三行にわたって陰刻が施されています。 また、

銘文には、 「建武元年 （1334）」 とあり、 南北朝時代初めに時

衆関係者によって造立されたものと考えられています。 山香地

域には、 14 世紀代の紀年銘を持つ板碑が点在しており、 当時

の人々の信仰を示す貴重な石造文化財となっています。

本篠板碑

現
阿
妙
同
妙
了
弥
沙
為
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日
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きつき
ガイド

ひとの動き 

人口 27,350人（前月比－48）

　男 13,309人（－23）

　女 14,041人（－25）

　杵築地域 20,229人（－41）

　山香地域   6,020人（－  5）

　大田地域   1,101人 (－ 2)

世帯数 13,306世帯（－  6）
　出生　 12人　死亡   38人

　転入　  61人　転出  83人

※令和4年10月末日現在。
　住民基本台帳による。

日 曜 ・ 祝 日

在 宅 当 番 医

※
発
行
後
、
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
各
医
療
機
関
に
ご
確
認
の
う
え
お
で
か
け
く
だ
さ
い
。

ー令和4年12月 ー

ー令和5年 1月 ー

歯科休日当番医

ー 令和4年12月 ー

診療時間 9時~17時

診療時間 9時~12時

イベント・催し物イベント・催し物 ※8月上旬までの行事予定を抜粋していますイベント・催し物 ※5月中の行事予定を抜粋しています
市内の相談会
●記載のない場合は無料・予約不要

●悪徳商法、借金問題、架空請求などの相談

（個人と事業者間のトラブルを対象とした個人

のための窓口です）

毎週月～金曜日（祝日を除く） 9時～16時

本庁舎 商工観光課

問市消費生活センター〔商工観光課〕

　（☎0978-62-1808）

消費生活相談

無料人権相談

●人権に関する困りごとの相談

毎週木曜日 ９時～16時

大分地方法務局　杵築支局

〔常時受付〕みんなの人権110番（☎0570-003-110）

問大分地方法務局 杵築支局（☎0978-62-2271）

【
優
秀
賞
】　　　
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令和3年度人権標語入賞作品
※学年は令和3年度のもの

人 権 標 語

12月の納税・納付

■納期限は12月26日（月）

固定資産税（第3期）

国民健康保険税（第6期）

介護保険料（第6期）

後期高齢者医療保険料（第6期）

上・下水道料（12月請求分）

イベント・催し物イベント・催し物 ※8月上旬までの行事予定を抜粋していますイベント・催し物 ※1月下旬までの行事予定を抜粋しています。

郷土杵築の精華

-原始から近現代まで-

と　き　12月6日（火）まで

　　　　10時～17時　※毎週水曜日休館

ところ　きつき城下町資料館

問文化スポーツ振興課　☎0978-62-5750

令和４年度　

杵築市スポーツ少年団・クラブ

対抗駅伝競走大会

と　き　12月4日（日） 9時～（受付8時～）

ところ　杵築市文化体育館周辺

問文化スポーツ振興課　☎0978-63-5558

杵築市消防団　出初式

と　き  1月8日（日） 9時～

ところ　杵築市役所山香庁舎前広場

　　　　雨天時は山香庁舎2階大会議室

※関係者のみで実施

問危機管理課　☎0978-62-1802

令和4年度　杵築市二十歳のつ

どい（旧成人式）

と　き  1月 8日（日） 13時30分～

ところ　杵築市文化体育館

問社会教育課　☎0977-75-2413

第49回

国東半島駅伝競走大会

と　き  1月15日（日）　
ところ　国東半島一円
問文化スポーツ振興課　☎0978-63-5558

第42回

杵築市健康マラソン大会

と　き   1月21日（土） 9時～（受付8時～）

ところ　杵築市文化体育館周辺

問文化スポーツ振興課　☎0978-63-5558

4日
（日）

開催中

15日
（日）

21日
（土）

8日
（日）

8日
（日）

県行政書士会杵築支部による相談会

※要予約

●相続、遺言、各種許認可等の相談

毎月第2水曜日 13時～15時

今月の会場は、きつき生涯学習館です。

1月は、山香中央公民館で行います。

※予約順　1組30分以内

問行政書士末房ＣＣ事務所

　（☎0977-72-3001）

友岡医院
☎0977-76-2310

くまもとココロクリニック
☎0978-68-8650

4
日
（
日
）

なんば歯科医院
☎0978-63-4182

11
日（
日
）

歯科原田医院
☎0978-62-2460

25
日（
日
）

宮本歯科医院
☎0978-63-3033

31
日（
土
）

お
お
が
　  

け
い
と

み
う
ら
　
　
も
か

い
わ
も
と
　
　
み
よ

ハローワーク市役所出張相談

●就職に関する相談や求職活動証明の押印

　（雇用保険の手続きはできません）

12月15日（木）10時～12時

〔本庁舎〕 1階 相談室

問ハローワーク別府職業相談窓口

　（☎0977-23-8609）（部門コード41＃）

※要予約

県弁護士会による法律相談 ※要予約

●各種法律相談

毎週金曜日 13時30分～16時30分

きつき生涯学習館

※原則30分5,500円（消費税込）、多重債務

　相談は無料

問大分県弁護士会（☎097-536-1458）

※
「
別
府
口
腔
保
健
セ
ン
タ
ー(

☎
0
9
7
7-

21-

5
6
5
7
）

　  

は
、
全
休
日
受
診
で
き
ま
す
。

はやみクリニック
☎0977-75-1255

25
日
（
日
）

杵築中央病院
☎0978-62-3080

友岡医院
☎0977-76-2310

30
日
（
金
）

いちみや医院
☎0978-62-1233

3
日
（
火
）

杵築市立山香病院
☎0977-75-1234

杵築市立山香病院
☎0977-75-1234

31
日
（
土
）

1
日
（
日
）

杵築市立山香病院
☎0977-75-1234

杵築中央病院
☎0978-62-3080

2
日
（
月
）

杵築市立山香病院
☎0977-75-1234

杵築中央病院
☎0978-62-3080

岩下クリニック
☎0978-66-4055

18
日
（
日
）

佐藤医院
☎0977-75-0217

公証人の無料相談会

●遺言、任意後見等の公正証書に関する相談

毎月第1水曜日 13時～14時30分

きつき生涯学習館　育児室

予約がないときは開催しない場合があり

ます。

問大分公証人合同役場（☎097-535-0888）

※要予約

【特別相談日】

●行政相談日　毎月第1水曜日 10時～12時

・きつき生涯学習館

・山香中央公民館

・大田庁舎

問制度に関すること‥大分行政監視行政相談

　センター（☎097-533-1100）

　相談日等に関すること‥総務課  行政・法規係

　（☎0978-62-1801）

行政相談委員相談日

伊藤皮膚科
☎0978-62-2073

杵築市立山香病院
☎0977-75-1234

11
日
（
日
）

１２月３日～９日は「障害者週間」
　　障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化

その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるために、障害者基本法で定め

られた週間です。

　障がいのある方 を々取り巻く社会環境には、物理的・制度的なバリア（障壁）に加えて、心

のバリアも依然として存在しています。　

　この機会に、ともに社会を生きる仲間として「障がい」について考えてみませんか？

障害者週間に合わせ、以下の取り組みを行います。

●第５回きつき障がい者芸術文化展

　障がいのある人が芸術・文化活動に参加することで、生活を豊かにし、障がい者に対す

　る市民の理解と認識を深めていただくことを目的として「きつき障がい者芸術文化展」

　を開催します。多くの方のご来場をお待ちしています。

　【作品展示期間】　12月5日（月）まで　平日10時～17時　土日9時～16時

　【展示会場】　杵築市立図書館　杵築市大字南杵築268番地１

　【内容】　障がいのある方が作成した絵画、工芸、文芸等の展示

　※展示期間中毎日、先着20名様に「しおり」を配布します。

●街頭での啓発活動

　この週間を中心に、杵築市身体障がい者福祉協会の協力のもと、街頭での啓発活

　動を行います。

問福祉事務所　障がい福祉係（☎0977-75-2405）

------------令和5年1月------------

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性の方へ

風しんの抗体検査・予防接種無料クーポン券をご利用ください

問健康長寿あんしん課　☎0978-64-2540

　対象世代の男性で、まだクーポン券を使って抗体検査等をされていない方に、原則無料

で風しんの抗体検査と予防接種を受けていただけるクーポン券を今年度初めにお送りしま

した。

　無料クーポン券を使った抗体検査は、健診等の機会に受けることができます。また、医

療機関でも受けることができます。抗体検査の結果、十分な量の風しんの抗体がないこと

が判明した方は、予防接種でも無料クーポンをお使いいただけます。

　風しんは、成人がかかると症状が重くなることがあります。また、妊娠初期の妊婦さんに

感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。

　あなた自身と、まわりの方を守るために、ぜひクーポン券をお早めにご利用ください。

※すでに、検査や接種がお済みにもかかわらずクーポン券が届いた方は、お手数ですが担

当課までご連絡をお願いいたします。

【対象者】　昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性

【有効期限】　令和5年3月
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